
 令和 7 年 4 月吉日 

関係各位 

長野県柔道連盟 

審判部長 中山 重光 

 

 

審判講習会での講習内容について（訂正） 

 

 

拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素より、当連盟事業にご理解頂き誠にあ

りがとうございます。 

さて、先日 13 日に開催されました長野県柔道連盟審判講習会の質疑応答において、一部誤った内

容の回答がありましたので、お詫び申し上げます。また、下記に正しい回答を記しますのでご確認下

さい。 

敬具 

 

 

記 

【たすき掛けに輪を作るベアハグについて】 

 

   （誤）罰則にならない 

 

   （正）概ね正面から手で輪を作る組み方であれば、たすき掛けでも罰則になる 

 

  ※ベアハグは、【概ね正面から手で輪を作った場合】と国内では統一する方向にしています。 

 

 

 

※なお、6 月の世界選手権後に規程の見直しがされますので、もしかするとまた変更になる可

能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

以上 


